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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS A 8330-5:2006 は改

正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS A 8330 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS A 8330-1 第 1 部：用語 

JIS A 8330-2 第 2 部：空気ろ過試験 

JIS A 8330-3 第 3 部：運転室加圧試験方法 

JIS A 8330-4 第 4 部：運転室換気，暖房及び/又は空気調和試験方法 

JIS A 8330-5 第 5 部：前面窓ガラスデフロスタ試験方法 

JIS A 8330-6 第 6 部：運転室日照負荷決定方法 

 

 



 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

日本産業規格（案）       JIS 
 A 8330-5：0000 
 (ISO 10263-5：2009) 

土工機械－運転室内環境－ 
第 5 部：前面窓ガラスデフロスタ試験方法 
Earth-moving machinery-Operator enclosure environment- 

Part 5: Windscreen defrosting system test method 
 

序文 

この規格は，2009 年に第 2 版として発行された ISO 10263-5 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格の誤記を修正，又は補足している事項

である。 

1 適用範囲 

この規格は，土工機械の前面窓ガラスデフロスタの性能を決めるための試験方法について規定する。こ

れには，適切な屋外環境での試験と同様に，市場で利用可能な実験施設を用いて行う試験も含まれる。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 10263-5:2009，Earth-moving machinery－Operator enclosure environment－Part 5: Windscreen 
defrosting system test method（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”ことを

示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その

後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）

を適用する。 

JIS A 8318:2001 土工機械－座席基準点（SIP） 
注記 対応国際規格における引用規格：ISO 5353:1995，Earth-moving machinery, and tractors and 

machinery for agriculture and forestry－Seat index point 

JIS D 0006-1 土工機械－機関－第 1 部：ネット出力試験方法 
注記 対応国際規格における引用規格：ISO 9249，Earth-moving machinery－Engine test code－Net 

power 

JIS A 8330-1 土工機械－運転室内環境－第 1 部：用語 
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注記 対応国際規格における引用規格：ISO 10263-1，Earth-moving machinery－Operator enclosure 
environment－Part 1: Terms and definitions  

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS A 8330-1 による。 

ISO 及び IEC は，標準化において使用するための用語データベースを次のアドレスに整備している。 

－ ISO Online browsing platform は，https://www.iso.org/obp から利用可能である。 

－ IEC エレクトロペディアは，https://www.electropedia.org/から利用可能である。 

3.1 
前面窓ガラスデフロスタ（windscreen defrosting system） 

前面窓ガラスから霜を除去する装置 

注釈 1 以下，デフロスタという。 

3.2 
採光用開口部，DLO（daylight opening） 

窓ガラスに接するモールディング及びシールを含むいかなる遮蔽物もない，ガラス面上の最大の開口部 

3.3 
霜取り区域（defrosted area） 

試験凍結面に覆われたままの区域は除き，前面窓ガラスの表面における乾燥透明な区域，及び解氷又は

部分的に解氷して濡れている区域 

注釈 1 霜取り区域の詳細については，図 1 を参照。 

3.4 
熱媒，HTM（heat transfer medium） 

デフロスタを加熱する媒体 

3.5 
霜取り（defrosting） 

視界確保のために，窓部分から氷及び／又は霧を取り除き，その状態を維持すること 

3.6 
座席基準点，SIP（seat index point） 

SIP 測定装置を座席に取り付けたときの中心垂直平面上の点 

注釈 1 JIS A 8318 の 3.1 を編集。 

4 試験装置 

4.1 空気を循環させる設備を備え，機械本体又は運転室を収納するのに十分な大きさの環境試験室 

環境試験室の代わりに，環境試験室と同等の試験条件の下で，室外で試験を行ってもよい（5.2 を参照）。 

4.2 前面窓ガラス上の霜取り区域の境界を記録する手段 
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4.3 測定精度 2 ％で回転数（rpm）を測定する装置 

4.4 ストップウォッチ又は他の計時装置 

4.5 温度計又は他の温度測定装置で，測定精度が±0.5 ℃のもの 

4.6 スロットル制御装置（必要に応じて遠隔式又は補助用） 

4.7 スプレー装置は，前面窓ガラス上に霧を吹き付けるためのもので，次の特性を備えたもの。 

a) 液体：蒸留水 

b) 液体吹付ノズルの口径：直径 1.7 mm 

c) 推奨使用ゲージ圧力：(345±20) kPa 

d) スプレーノズルから 200 mm の位置でのスプレーパターン：幅(300±50) mm 

4.8 スプレー装置から供給される水量の測定装置：測定精度±2.5 ％ 

4.9 運転室単体のベンチ試験時のヒータブロワモータ用の補助電源 

4.10 風速を測定する，測定精度が±0.5 m/s の風速計 

5 試験条件 

5.1 ヒータ試験時の外気は，風速が 5 m/s 以下，温度が－15 ℃以下でなければならない。 

5.2 機械の大きさの物理的限界から機械として試験することが不可能な場合，実際の機械にかかる熱負

荷及びシステムパラメータを疑似的に作りだし，運転室だけをベンチ試験としてもよい。このベンチ試験

の方法が取られた場合は，試験結果の確認のため，追加の実機野外試験を実施するのがよい。 

5.3 機械は，製造業者が推奨する暖機運転の手順に従って運転し，その後，定格エンジン回転数で，最大

でも JIS D 0006-1 に規定するネットエンジン出力の 20 ％を超えない負荷の範囲で，運転しなければなら

ない。 

5.4 HTM は，エンジンの運転によって得られるもの，又は独立した HTM でなければならない。 

HTM は，5.3 に規定するエンジン運転の結果得られるものでなければならない。独自の HTM 及びその

温度は，5.3 で規定する運転の結果得られるものと同じでなければならない。 

典型的な HTM の例を次に示す。 

－ エンジン冷却液 

－ 作動油 

－ 補助熱源（例：ガスヒータ又はオイルヒータ）から得られる空気又は液体 

5.5 HTM の温度は，ヒータの入口パイプにできるだけ近い位置で測定する。二つ以上のヒータを使用す

る装置では，初めに冷却液が流れ込むヒータの入口パイプで測定する。 

HTM の流れは，任意の適切な位置で測定してもよい。 

外気温度及び風速は，機械に影響されない場所で，運転室の吸気口と同等の高さで測定しなければなら

ない。ただし，機械から 10 m 以上離さない。 
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試験開始時には，HTM は，外気温度と同じ温度とする。 

5.6 前面窓ガラスのワイパーのブレード及びアームは，凍結させるときには，前面窓ガラス表面に接触

しないようにする。試験中にワイパーを作動させてもよい。ワイパーを使用した場合は，拭き取り回数及

び頻度を報告書に記載する。 

5.7 デフロスタ及び／又はヒータのブロワ速度は，最高にする。 

5.8 ブロワモータの端子電圧は，装置の公称電圧を 15 ％よりも超えてはならない（例：12 V 装置では

13.8 V，24 V 装置では 27.6 V）。 

5.9 温度制御は，最大暖房位置とする。 

5.10 エンジン，ヒータ及びデフロスタは，全て標準品又はその同等品で，規定限度内に調整されていな

ければならない。 

5.11 エンジンボンネット（フード），ドア及び窓は，全て閉じる。 

5.12 補助ヒータが，ヒータ及びデフロスタの標準設備の一部である場合，補助ヒータを用いてもよい。 

5.13 エンジンの補助的な初期加熱手段などは，HTM を加熱しない条件で用いてよい。同様に，疑似日射

又は自然日射は，前面窓ガラスに照射してはならない。 

5.14 試験の間，運転員 1 名が運転室内にいてもよい。 

6 試験方法 

6.1 HTM，前面窓ガラス，HVAC（暖房，換気及び空調）システム，ダクト及び運転室の温度が，－15 ℃
以下であることを計測器で確認できるまで，機械を低温雰囲気に静置する。 

6.2 機械を低温雰囲気に静置した後，水（0.050±0.005）ml/cm2 を前面窓ガラス上にスプレー装置で噴霧

し，凍結層を形成させる。このとき，規定量の液体を噴霧し終えるまで，厚さが均一となるよう（外側の

表面に）凍結層を重ねていく。凍結過程の完了時に，追加で 30～40 分間低温雰囲気に静置してもよい。 

注記 複数の区域に分割されたフロントガラスの場合は，それぞれ別個のステップとして，噴霧すべき

水量を測定して噴霧すると，それぞれの区域に対して正しい氷厚がより確実に得られる。 

6.3 エンジン又は熱源を始動させる。箇条 5 に規定した試験条件を，試験中維持しながら，デフロスタ

を運転する。1 時間の間，5 分間おきに霜取りされた区域の輪郭を，前面窓ガラスの内表面になぞって描く

［箇条 8 の d)を参照］。 

7 最低性能要求事項 

前面窓ガラスの霜取りをしなければならない区域は，土工機械の様々な機種に対して表 1 に規定する。

それぞれの区域は，JIS A 8318 に規定する座席基準点（SIP）から 660 mm 上方，20 mm 前方に位置する運

転員のアイポイントからの角度によって決まる。 

側面から見たとき，区域の上限と下限との境界は二つの平面と前面窓ガラスとの交線によって構成され

る。その二つの平面はアイポイントにおいて収束する線分として示され，X-X 線の上方及び下方への角度
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によって決まる。 

上面から見たとき，区域の左側と右側との境界は二つの垂直な平面と前面窓ガラスとの交線によって構

成される。その二つの平面はアイポイントにおいて収束する線分として示され，X-X 線の左方及び右方へ

の角度によって決まる。図 2 参照。 

4 平面の中のどれか，又は表 1 に示す角度によって設定された部位が，前面窓ガラスのガラス面と交差

せず，採光用開口部（DLO）の外側に当たる場合は，その平面が前面窓ガラスのガラス面と交差するまで，

完全に DLO 上にあり，かつ，モールド又はフレームに接する線に合わせて，その平面をずらす。霜取り区

域の割合（パーセント）決定に用いられる区域は，DLO の端部（ピラー，区画材，上側部材など）の内側

25 mm 以内の区域を除いたガラスの外側表面とする。割合とは，定義された区域に対する霜取り区域の面

積の割合である。典型的な前面窓ガラス上でのこれらの区域を図 3 に示す。 

試験開始 60 分後の霜取り区域の面積比は，表 2 に規定する最低要求事項を満足しなければならない。

霜取りされていない部分は，前面窓ガラスのフレーム又はモールドの近辺だけでなければならない。 

8 試験報告書 

試験報告書は，次に示す情報を含めなければならない。 

a) 試験機械の型式及び製品識別番号 

b) 運転室外の外気条件［例えば，乾球温度，水分含有量（乾燥空気 1 kg 当たりの水分量），風速］ 

c) 指定された外気温度で，表 2 に規定する最低要求割合を霜取りするのに必要な，それぞれの対象区域

ごとの時間 

d) 霜取り区域のパターンは，トレーシングペーパ（透明な紙）に写しておき，霜取り区域が前面窓ガラ

スに対して中心にない場合は，運転席側が分かるように，トレーシングペーパに印を付けておく。5 分

間隔で，結果を電子的に記録するためにデジタルカメラを使用してもよい（図 1 の例を参照）。 

e) 適切な試験報告書の書式の例を附属書 A に示す。 
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 記号説明 

1： 白氷 
2： 白氷の境界 
3： 灰色の氷 
4： 湿氷 
5： 霜取り区域 

 
図 1－霜取り中の前面窓のデジタルカメラ画像 
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表 1－アイポイントから出る角度（前面窓ガラスの霜取りする区域） 

機種 a) 区域 b 
角度上 
（°） 

a 
角度下 
（°） 

c 
角度左 
（°） 

d 
角度右 
（°） 

ローダ（トラクタショベル） A 10 5 15 15 
B 15 15 25 25 
C 30 25 35 35 

ブルドーザ A 5 7 15 15 
B 8 20 25 25 
C 12 35 40 40 

ダンパ（重ダンプトラック及

び不整地運搬車） 
A 5 7 15 15 
B 8 15 20 20 
C 17 16 30 39 

スクレーパ A 5 7 15 15 
B 8 15 20 20 
C 12 20 30 30 

ショベル系掘削機（油圧ショ

ベル） 
A 12 18 10 20 
B 14 24 17 22 
C 20 30 25 25 

グレーダ A 10 5 15 15 
B 15 15 25 25 
C 20 50 35 35 

バックホウローダ A 5 7 15 15 
B 8 20 25 25 
C 12 35 40 40 

 注 a) JIS A 8308 のとおり。 
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単位 mm 

 

 

 
 記号説明 

1： アイポイント 
2： SIP 
a： 角度下 
b： 角度上 
c： 角度左 
d： 角度右 

 
図 2－アイポイントから出る角度 
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 記号説明 

1： 区域 A 
2： 区域 B 
3： 区域 C 
4： 前面窓ガラスの窓枠又は装飾部材 
5： 区域 C を超えた区域（要求事項なし） 

 
図 3－前面窓ガラスの区域 

 

表 2－試験開始 60 分後の霜取り面積比の最小割合（パーセント） 

前面窓ガラスの形式 区域 
A B C 

1 枚ガラス 99 94 80 
複数枚のガラス 84 70 65 
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附属書 A 
（参考） 

前面窓ガラスのデフロスタ試験報告書の例 
 

試験機械 

型式： .................................................  機種名： ..................................................................  

製品識別番号(又はシリアル番号）： ............................................................................  

外気条件： 

外気乾球温度 ..................................................................................................................................................................................... ℃ 

水分含有量 .................................................................................................................................................... 水分 kg/乾燥空気 kg 

機械を通過する風速 ...................................................................................................................................................................... m/s 

調整可能な操縦装置の設定............................................................................................................................................................................  

エンジン負荷の操作方法（該当する場合） .................................................................................................................................................  

前面窓ガラスのワイパー操作（あり／なし） ありの場合，ワイパーの使用割合又は拭き取り回数 ............................  

霜取り面積比の最小パーセントを達成したか？ ......................................................................... （はい／いいえ，表 2 を参照） 
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参考文献 
 

[1] JIS A 8308 土工機械－基本機種－識別及び用語 

注記 対応国際規格では，ISO 6165，Earth-moving machinery－Basic types－Identification and terms 
and definitions を記載している。 

[2] JIS A 8311 土工機械－運転員の視野－測定方法及び性能基準 

注記 対応国際規格では，ISO 5006，Earth-moving machinery－Operator's field of view－Test method 
and performance criteria を記載している。 

 




